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ア． 初回申請  ・  年度更新  ・  限度額適用区分の変更

イ． 長期入院による標準負担額減額の変更
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名　称

大阪府浴場国民健康保険組合 理事長 様

※　限度額適用及び標準負担減額を認定するためには、世帯全員の所得額等の確認が必要となります。
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　　＊　上記の確認方法で、所得額等が照会できなかった場合は、本国保組合からご連絡いたしますので、住所地の市（区）町村で交付される

　　　　 「所得証明書」（全項目記載分・・・総所得額・課税標準額及び配偶者の有無や扶養家族等が記載されているもの）の原本を本国保組合
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２．生活保護申請却下

令和　　　年　　　月　　　日

整 理 番 号

期限

現役並み  Ⅰ   ・   Ⅱ

令和　　　年　　　月　　　日

 １．該　　当

種
別

年度

－

2.登録していない

 １．非課税世帯

低所得　　 Ⅰ   ・   Ⅱ

有効

　浴国

 1．非課税世帯 / 2．生活保護申請却下

令

被 保 険 者 記 号 番 号

(〒　　　　　　　　　　　　　　　)

昭

昭和・平成・令和　 　　　 年　 　 　　月　  　　日

事　務　長

＊ 長期入院：申請月を含む前１２か月以内に９０日以上入院した場合にはその入院歴を最近から順に記入して下さい。

生 年 月 日

資格確認書 発行　　　有　 ・ 　無

1.登録している

限度額適用  
国民健康保険   標 準 負 担 額 減 額   認定申請書  
          限度額適用・標準負担額減額 

・年  度  末        

・年度末までに70歳到達 


